◆「図書館利用カード」を作りましょう！

　　　　　山梨県内にお住まいの方、大月市内に通勤、通学されている方ならどなたでも登録できます。「図書館利用カード」を作るとき、お名前とご住所の確認をしています。「個人貸出登録申込書」に記入して、運転免許証や保険証などを提示して、1階サービスデスクにお出しください。電話やインターネットでの登録はできません。

このカードは、資料を借りるときやリスニング、ＡＶコーナー、インターネットなどを使用する時に必ず必要ですので、来館されるときはいつもお持ちください。
